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第５章    成年後見制度の利用を促進するための取組 

（岩国市成年後見制度利用促進基本計画） 

１ 計画の背景 

近年高齢化が急速に進み、認知症高齢者や単独・夫婦のみの高齢者世帯の増加も避

けては通れない状況になっています。このような中、認知症や障害などによって判断

能力が不十分であるため契約等の法律行為における意思決定が困難な人の権利や財産

を守る手段として、成年後見制度が始まりました。 

国では、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するこ

とを目的として、平成 28（2016）年５月に成年後見制度の利用の促進に関する法律

（以下「利用促進法」という。）を施行し、これまでの取組に加え、ノーマライゼーショ

ン、自己決定権の尊重、身上保護の重視に向けた制度理念の尊重を図るとしています。

また、利用促進法において、県や市町村に対して、制度の利用を促進する体制として、

地域連携ネットワークの整備及び中核機関の設置等に努めることが明示されました。 

本市においても、市民生活に密接する重要な成年後見制度についての施策を進める

ため、積極的に取り組むものです。 

 

 

２ 計画の趣旨 

成年後見制度とは、認知症高齢者や障害のある人など、自分で判断することが難し

い人について、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、身の回りに配慮しなが

ら財産の管理や福祉サービス等の契約を行い、本人の権利を守り生活を支援する制度

です。 

判断能力が十分でない人は、不動産や預貯金などの財産管理や、身の回りの介助の

ための介護サービス又は施設への入所などに関する契約を結ぶ必要があっても、自分

で行うことが難しい場合があります。また、自分に不利益であってもよく判断ができ

ずに契約を結んでしまい、消費者被害に遭うおそれもあります。このような判断能力

が十分でない人を成年後見人等が保護し、本人に代わって財産管理や契約行為などの

支援を行います。 
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本市では、親族からの成年後見申立ての支援や、申立てする親族がいない場合など

の市長申立てを実施しています。関連事業所へのアンケート調査結果では、制度や手

続きが難しいとの意見が挙げられています。また、民生委員アンケート調査結果では、

「成年後見制度」「市民後見人」への認知度は一定程度あるものの、市民アンケート調

査結果では、認知度が低い状況です。 

しかし、市内には多くの高齢者や障害のある人が生活しており、今後も、サービス

の利用援助や財産管理、日常生活上の援助など権利擁護に関する支援や相談が増加し

ていくことが予想されます。 

成年後見制度は、こうした人々の権利と利益を守る上で重要なものであり、制度の

更なる啓発及び円滑な利用に向けた支援を推進していきます。 

なおこの計画は、成年後見制度の利用の促進に関する法律（平成 28 年法律第 29

号）第 14 条第 1項の規定に基づき、岩国市における成年後見制度の利用の促進に関

する施策についての基本的な計画を定めるものです。また、地域福祉計画と一体的に

策定していることから、計画期間は令和３（2021）年度から令和 8（2026）年度

までの６年間とします。 

 

 

３ 計画の策定体制 

本計画は、平成 30（2018）年度に開催実施した成年後見制度利用促進連絡会議

や、令和元（2019）年度に開催した成年後見制度利用促進に関する検討会議にて、

成年後見制度にかかわる法律・福祉の専門職団体等や福祉団体の関係者に参加いただ

き、会議での意見・提案を参考に策定しました。 

また、成年後見制度を必要としている人のニーズ把握を行うため、市内高齢者・障

害者関連事業所及び医療機関に成年後見制度事業所等アンケート調査を実施しました。 
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推計 
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４ 岩国市の成年後見制度に関する現状 

（１）本市の人口推移と将来推計 

本市の人口は減少を続け、令和 12（2030）年には 113,579 人になると予測さ

れています。一方で、65 歳以上の高齢者人口の割合が急激に増加していくことが予

測されます。 

 

人口推移と将来推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：平成７（1995）年から平成 27（2015）年は国勢調査 
令和２（2020）年、令和７（2025）年、令和 12（2030）年は国立社会保障・
人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成 30（2018）年推計）」 
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（２）本市の成年後見制度の利用状況 

本市における成年後見制度利用者数は、200人前後で推移しています。 

 

成年後見制度利用者数の推移 

単位：人 

 
平成 30年度 
（2018） 

令和元年度 
（2019） 

令和２年度 
（2020） 

成年後見 170 173 164 

保佐 32 27 27 

補助 9 9 14 

任意後見 0 0 0 

計 211 209 205 

出典：山口家庭裁判所（各年６月 27日） 

 

（３）全国の認知症高齢者の推計 

各年齢の認知症有病率が一定の場合の認知症高齢者の推計をみると、令和 12

（2030）年には認知症高齢者の割合が 20.8%と高齢者の５人に１人が認知症とな

ることが予測されています。 

 

全国の認知症高齢者の推計 

                                      

    

平成 

24 年 
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平成 

27 年 
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令和 
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各年齢の認知

症有病率が一

定の場合の将

来推計 

人数 

(万人) 
462 517 602 675 744 

割合 

(％) 
15.0 15.7 17.2 19.0 20.8 

「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26（2014）年度厚生労働
科学研究費補助金特別研究事業九州大学二宮教授）による速報値 
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（４）本市の障害者手帳所持者数の推移 

障害者手帳別の所持者数の推移をみると、身体障害者手帳所持者数は横ばい状態に

あり、令和２（2020）年４月１日現在5,579人となっています。 

また、療育手帳所持者数は増加傾向にあり、令和２（2020）年４月１日現在1,193

人となっています。精神障害者保健福祉手帳所持者数も増加傾向にあり、令和２

（2020）年４月１日現在1,226人となっています。 

 

障害者手帳所持者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉の概要（各年度４月１日現在） 

  

身体障害者手帳保持者 療育手帳保持者 精神障害者保健福祉手帳保持者
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５ 課題及び今後の方向性 

基本目標１ 利用者に寄り添った制度の運用 

【現状・課題】 

本市では年々高齢化率の上昇がみられ、厚生労働省の将来推計からも今後認知症高

齢者数の増加が予想されています。 

また、療育手帳保持者数及び精神障害者保健福祉手帳所持者数も、近年の障害者に

対する施策が進んだことなどにより、増加傾向にあります。 

認知症高齢者や障害のある人等、判断能力が不十分であり、支援が必要な人の増加

が予想され、成年後見制度利用の重要性が増していくと考えられます。 

事業所アンケート調査によると、成年後見制度を利用している人がいる事業所の割

合が 38.8％、今後成年後見が必要と思われる人がいる事業所の割合が 47.1％となっ

ています。また、成年後見制度の利用を促進していくために必要なこと、問題になっ

ていることについて、「後見人を選ぶまでの手続きが難しい（手続きに時間がかかる）」

の割合が 58.7％と最も高く、「成年後見制度が分かりにくい（制度が難しい）」「後見

人を選ぶまでの費用を少なくしてほしい（申立て費用がかかる）」などの意見が挙げら

れています。 

認知症などにより判断能力が衰えた人や将来の判断能力の低下に不安を抱く人のた

めに、財産管理や身上保護に関する法律行為をサポートする成年後見制度について広

く周知を図ることが重要です。 

成年後見人の活動は、財産管理の側面のみを重視するのではなく、認知症高齢者や

障害者本人の意思をできるだけ丁寧にくみ取り、本人の意思を尊重することで、その

生活を守り権利を擁護していく意思決定支援・身上保護の重視が必要です。このため、

利用者に寄り添った支援を行うとともに、制度の早期利用を推進し、利用者が、自身

の意思を尊重した支援が受けられるような取組が必要です。 

 

事業所における成年後見制度の利用状況について【成年後見制度事業所等アンケート】 

 

 

 

 

  

回答者数 =

　 121 38.8 58.7 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

利用している人がいる 利用している人はいない 無回答
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事業所で今後成年後見が必要と思う人の有無について【成年後見制度事業所等アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の利用促進のために必要なこと、問題になっていることについて 

【成年後見制度事業所等アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

回答者数 = 121 ％

後見人を選ぶまでの手続きが難し
い（手続きに時間がかかる）

成年後見制度が分かりにくい（制度
が難しい）

後見人を選ぶまでの費用を少なく
してほしい（申立て費用がかかる）

成年後見制度や手続きについて知
る機会がない（情報をもっと提供し
てほしい）

後見人に対しての報酬を少なくして
ほしい（後見人に対する費用がか
かる）

相談をする窓口や手続きを支援し
てくれるところがわからない

福祉関係等の支援者が制度につ
いて理解していないため、成年後
見につなげることができない

その他

わからない

無回答
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48.8

46.3

41.3

23.1

19.8

11.6

5.0

5.8

0.0
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回答者数 =

　 121 47.1 32.2 19.0 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

いる いない わからない 無回答
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【市が取り組むこと】 

○制度利用者の意思決定支援・身上保護（心身・生活への状況への配慮）を重視した

後見活動が円滑に行われるよう、関係機関とともに後見人等への支援を行います。 

○相談窓口の充実を図り、関係機関との円滑な連携を図りながら、支援が必要な人の

早期発見及び早期対応に努めます。 

○成年後見制度利用支援事業の周知や円滑な運用に努め、支援の必要な人が制度の利

用につながるよう、成年後見制度の利用支援及び対象者の経済的負担の軽減を図り

ます。 
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基本目標２ 地域で支える体制づくり 

【現状・課題】 

成年後見制度の理解不足により、必要とされている人への支援が十分に届いていな

い状況があります。 

事業所アンケート調査によると、成年後見制度が必要と思われる人で、利用に至っ

ていない原因について、「成年後見制度の利用を関係者で検討中のため」の割合が

36.8％、「適当な後見人の候補者（家族・親族等）がいないため」と「家族や親族が

いないため手続き（申し立て）を行うことが難しいため」の割合が 21.1％となってい

ます。 

権利擁護の支援や成年後見制度の利用促進をさらに推進するためには、全体構想設

計とその実現に向けた進捗管理、コーディネート等を行う司令塔機能を持った中核機

関の設置が必要です。 

市民及び地域とともに、市、家庭裁判所、民間の団体等が連携・協力し、制度を必

要とする人を利用につなげるための体制づくりが重要であることから、チーム（本人

の支援を行う親族、福祉・医療・介護、地域の関係者と後見人等）、チームを支援する

協議会、中核機関、そのほか成年後見制度の利用に関連する事業者等により、権利擁

護支援のネットワークの構築が必要です。 

成年後見制度が、利用者にとって安心かつ安全な制度となるためには、監督機能の

更なる充実・強化が必要であり、不正事案の発生を未然に抑止する仕組みの整備が重

要となります。 
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成年後見制度が必要と思われる人の利用に至っていない原因について 

【成年後見制度事業所等アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【市が取り組むこと】 

○地域・関係機関が連携協力を行い、権利擁護に関する支援の必要な人の発見に努め、

速やかに必要な支援につなぎ、本人の意思や状況を把握し、継続的に見守りができ

る体制を作ります。 

○医療、福祉、司法および関係団体等が互いに連携し、成年後見制度の利用を促進す

るための「チーム」「協議会」「中核機関」で構成する、地域連携ネットワークの体

制整備を進めます。 

○後見人の認識不足などから不正事案が生じたりすることがないよう、地域連携ネット

ワーク等によるチーム体制での支援を進めます。  

回答者数 = 57 ％

本人・家族が同意しないため

成年後見制度の利用を関係者で
検討中のため

適当な後見人の候補者（家族・親
族等）がいないため

家族や親族がいないため手続き
（申し立て）を行うことが難しいため

後見人への支払報酬が困難なた
め

制度利用までの手続きに時間がか
かるため

制度手続きが複雑で手続きができ
ないため

その他（新型コロナウイルス感染防
止のため面会が制限されている）

無回答

43.9

36.8

21.1

21.1

19.3

19.3

7.0

19.3

0.0

0 20 40 60 80 100
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岩国市中核機関イメージ図・関連図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※「チーム」とは、本人に身近な親族、福祉・医療・地域等の関係者と
　　後見人がチームとなって日常的に本人を見守り、対応する体制

社会福祉協議会（本部）【権利擁護事業】

福祉関係団体（障害者自立支援協

議会・訪問介護連絡会・

老人福祉施設連絡協議会等）

民間団体・NPO

弁護士会・司法書士会・

社会福祉士会

民生委員・福祉員・自治会等地域関係団体

地域包括支援センター

協議会

医療関係団体（医師会・歯科医師会・

薬剤師会・訪問看護連絡会等）

家庭裁判所

障害者相談支援事業所

社会福祉協議会（くらし自立応援センター）

【生活困窮自立支援法】

【障害者総合支援法（基幹機能）】

金融機関

中核機関

市役所関係課（社会課・

障害者支援課・

高齢者支援課等）

本人を支える 「チーム」

協議会イメージ図

 【 中 核 機 関 】 

市民 

障害者・高齢者・ 
本人・家族 等  

障害福祉 
サービス事業所 
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岩国市社会福祉協議会 

成年後見サポート 
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生活困窮者 

自立支援 
事業 

くらし自立応援センター 
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基本目標３ 制度の利用を促進するための周知・啓発 

【現状・課題】 

本市では、成年後見制度について、各種講座、ホームページなどでの周知、制度案

内チラシの窓口配付、市報・市政番組等での広報、人権教育・啓発指導者養成講座に

おける人権研修を実施していますが、周知が十分とはいえない状況にあります。 

成年後見制度の認知度について、市民アンケート調査では「聞いたことはあるが、

内容までは知らない」と「聞いたことがない」を合わせた割合が 66.5％と高く、事業

所アンケートでも「よく知らないが聞いた事がある」の割合が 18.2％となっていま

す。 

成年後見制度を利用する際に支援してほしいこと（困ること）について、市民アン

ケート、民生委員アンケートともに、「医療、介護や福祉サービスの手続きに関するこ

と」「預貯金、保険、年金などに関すること」「生活費など日々の支払いに関すること」

などが上位に挙げられています。 

また、事業所アンケートでは、成年後見制度が必要と思われる人で、利用に至って

いない原因について、「本人・家族が同意しないため」の割合が 43.9％と最も高くなっ

ています。一方、市が成年後見制度に関する研修を開催した場合、参加してみようと

思う事業所が 90.9％と高くなっています。 

制度を必要とする人がいても、本人や親族、福祉関係者等が、制度について知らな

い、理解が十分でない場合や、身寄りがない、親族の協力が得られない、または経済

的理由などから、制度の利用につながらない場合があります。 

成年後見制度は、高齢になっても障害を持っていても、住み慣れた地域の一員とし

て、尊厳を持って生活できる地域社会のために欠くことのできないものであるにもか

かわらず、その認知度が十分とはいえない状況であるため、制度を広く周知し市民生

活の中に定着させていくことが必要です。 
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成年後見制度の認知度について【市民アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度の認知度について【成年後見制度事業所等アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

成年後見制度を利用する際に支援してほしいこと（困ること）について【市民アンケート】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

自身もしくは家族が利用している

利用していないが、制度の内容を知っている

聞いたことはあるが、内容までは知らない

聞いたことがない

無回答

知っている よく知らないが聞いた事がある

知らない 無回答

興味がない 無回答

回答者数 = 870 ％

医療、介護や福祉サービスの手続きに関
すること

預貯金、保険、年金などに関すること

生活費など日々の支払いに関すること

相続に関すること

不動産に関すること

その他

分からない

無回答

57.5

44.5

41.5

21.4

20.9

3.4

17.2

4.3

0 20 40 60 80 100

回答者数 =

　 121 81.8 18.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 =

　 870 1.8 29.2 38.9 27.6 2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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成年後見制度を利用する際に支援してほしいこと（困ること）について 

【民生委員・児童委員アンケート】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後、市が成年後見制度に関する研修を開催した場合の参加意向について 

【成年後見制度事業所等アンケート】 

 

 

 

 

 

 

【市が取り組むこと】 

○制度の理解を図るために、多様な広報媒体等を活用して、情報発信を行います。 

○制度に対する意識を高め、制度利用の具体的なメリットを感じるように、地域住民

向けの講演会等を開催します。 

○地域連携ネットワーク関係者や福祉関係者等の専門的知識の普及のため、関係機関

を対象とした研修会等を開催します。 

○各関係機関等のネットワークを活用し、利用ニーズを把握するとともに、支援が必

要な人の早期把握と早期支援に努めます。 

○本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十

分になったときの後見事務の内容と後見する人を決める任意後見制度についても

周知を行います。  

回答者数 =

　 121 90.9 7.4 1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

回答者数 = 334 ％

医療、介護や福祉サービスの手続きに関
すること

生活費などの日々の支払いに関すること

預貯金、保険、年金などに関すること

相続に関すること

不動産に関すること

その他

無回答

82.6

76.3

65.3

32.6

31.4

6.6

3.9

0 20 40 60 80 100

参加したい 参加したくない（必要性を感じない） 無回答 無回答


